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【手続補正書】
【提出日】令和3年10月25日(2021.10.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮像領域を複数の撮像装置によりそれぞれ異なる方向から撮像することで得られる画像
に基づく仮想視点画像を生成する画像処理装置であって、
　前記仮想視点画像に対応する仮想視点からの視線方向と、前記複数の撮像装置に含まれ
る撮像装置の撮影方向との関係を特定する特定手段と、
　特定された前記関係と、前記複数の撮像装置に含まれる撮像装置による撮像に関する解
像度とに基づいて、前記複数の撮像装置のうち１以上の撮像装置を選択する選択手段と、
　選択された前記１以上の撮像装置による撮像に基づいて得られる画像を用いて、前記仮
想視点画像の画素値を決定する画素値決定手段と
を有することを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　特定された前記関係は、前記仮想視点からの視線方向と前記撮像装置の撮影方向との角
度差を示すことを特徴とする請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項３】
　前記選択手段は、前記仮想視点画像の画素ごとに１以上の撮像装置を選択する
　ことを特徴とする請求項１または２に記載の画像処理装置。
【請求項４】
　前記選択手段は、前記仮想視点画像の画素に対応付けられる１以上の撮像装置を、特定
された前記関係と、前記複数の撮像装置に含まれる撮像装置による前記画素に対応する位
置の撮像に係る解像度とに基づいて選択する
　ことを特徴とする請求項３に記載の画像処理装置。
【請求項５】
　選択された前記１以上の撮像装置それぞれに対して重みを決定する重み決定手段を有し
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、
　前記仮想視点画像の画素値は、選択された前記１以上の撮像装置による撮像に基づいて
得られる１以上の画像と決定された前記重みとに基づいて決定される
　ことを特徴とする請求項１乃至４のいずれか一項に記載の画像処理装置。
【請求項６】
　撮像装置に対する前記重みは、特定された前記関係と前記解像度とに基づいて決定され
ることを特徴とする請求項５に記載の画像処理装置。
【請求項７】
　撮像装置の第１評価値を、前記仮想視点からの視線方向と当該撮像装置の撮影方向との
角度差に基づいて決定する第１評価値決定手段と、
　撮像装置の第２評価値を、当該撮像装置による撮像に課する解像度と当該撮像装置の第
１評価値とに基づいて決定する第２評価値決定手段と、
　を有し、
　撮像装置に対する前記重みは、当該撮像装置の前記第１評価値と前記第２評価値とに基
づいて決定されることを特徴とする請求項５に記載の画像処理装置。
【請求項８】
　前記重み決定手段は、前記第２評価値が高い順に選択された撮像装置の前記重みを加算
し、前記重みの総和が所定の値を超えた段階で未選択の撮像装置に対する重みを０に決定
することを特徴とする請求項７に記載の画像処理装置。
【請求項９】
　前記第１評価値と前記第２評価値がともに高い撮像装置ほど前記重みが大きくなるよう
に、前記重みが決定されることを特徴とする請求項７に記載の画像処理装置。
【請求項１０】
　前記角度差が小さい撮像装置ほど前記第１評価値が高くなるように、前記第１評価値が
決定されることを特徴とする請求項７乃至９のいずれか一項に記載の画像処理装置。
【請求項１１】
　前記撮像領域内のオブジェクトの位置が撮像装置の視野の中心部に近いほど当該撮像装
置の第３評価値が高くなるように、前記撮像領域内のオブジェクトの位置に基づき、撮像
装置の第３評価値を決定する第３評価値決定手段をさらに有する
　ことを特徴とする請求項７乃至１０のいずれか一項に記載の画像処理装置。
【請求項１２】
　撮像装置の前記第３評価値と前記角度差とに基づいて、当該撮像装置の第１評価値が決
定されることを特徴とする請求項１１に記載の画像処理装置。
【請求項１３】
　前記第３評価値が高く且つ前記角度差が小さい撮像装置ほど前記第１評価値が高くなる
ように、前記第１評価値が決定されることを特徴とする請求項１１または１２に記載の画
像処理装置。
【請求項１４】
　前記解像度が高い撮像装置ほど前記第２評価値が高くなるように、前記第２評価値が決
定されることを特徴とする請求項７乃至１３のいずれか一項に記載の画像処理装置。
【請求項１５】
　撮像装置の前記解像度と前記第１評価値との積もしくは和に基づいて、当該撮像装置の
前記第２評価値が決定されることを特徴とする請求項７乃至１４のいずれか一項に記載の
画像処理装置。
【請求項１６】
　撮像領域を複数の撮像装置によりそれぞれ異なる方向から撮像することで得られる画像
に基づく仮想視点画像を生成する画像処理方法であって、
　前記仮想視点画像に対応する仮想視点からの視線方向と、前記複数の撮像装置に含まれ
る撮像装置の撮影方向との関係を特定する特定工程と、
　特定された前記関係と、前記複数の撮像装置に含まれる撮像装置による撮像に関する解
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像度とに基づいて、前記複数の撮像装置のうち１以上の撮像装置を選択する選択工程と、
　選択された前記１以上の撮像装置による撮像に基づいて得られる画像を用いて、前記仮
想視点画像の画素値を決定する画素値決定工程と
を含むことを特徴とする画像処理方法。
【請求項１７】
　コンピュータを請求項１乃至１５のいずれか一項に記載の画像処理装置として機能させ
るプログラム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　本発明の一実施形態において、撮像領域を複数の撮像装置によりそれぞれ異なる方向か
ら撮像することで得られる画像に基づく仮想視点画像を生成する画像処理装置であって、
前記仮想視点画像に対応する仮想視点からの視線方向と、前記複数の撮像装置に含まれる
撮像装置の撮影方向との関係を特定する特定手段と、特定された前記関係と、前記複数の
撮像装置に含まれる撮像装置による撮像に関する解像度とに基づいて、前記複数の撮像装
置のうち１以上の撮像装置を選択する選択手段と、選択された前記１以上の撮像装置によ
る撮像に基づいて得られる画像を用いて、前記仮想視点画像の画素値を決定する画素値決
定手段とを有する。
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